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昨
年
末
以
降
株
式
市
場
は

活
況
で
す
が
、
新
聞
の
記
事

を
見
て
い
ま
す
と
、
①
住
宅

関
連
株
が
高
い
「
住
宅
ロ
ー

ン
減
税
の
延
長
や
拡
充
」
②

学
習
塾
関
連
株
急
騰
「
孫
の

教
育
資
金
非
課
税
へ
」
③
薬

品
株
が
軒
並
み
高
値
「
企
業

付
措
置
や
住
宅
ロ
ー
ン
減
税

の
延
長
や
拡
充
が
住
宅
需
要

に
好
影
響
と
い
う
内
容
で

す
。

　

税
制
改
正
に
お
け
る
個
人

所
得
税
課
税
で
若
干
目
を
ひ

く
の
は
、
格
差
の
是
正
及
び

所
得
再
分
配
機
能
回
復
の
観

点
か
ら
の
所
得
税
の
最
高
税

率
の
引
上
げ
と
い
う
増
税
で

す
。
課
税
所
得
を
４
千
万
円

超
の
部
分
と
し
、
所
得
税
の

最
高
税
率
を
現
行
の
40
％
か

ら
45
％
に
引
上
げ
る
方
向
で

す
が
、
所
得
が
２
千
万
円
以

上
の
世
帯
は
全
体
の
１
・
２

％
し
か
な
い
た
め
、
対
象
者

は
約
５
万
人
で
、
増
税
と
な

る
の
は
ご
く
一
部
の
富
裕
層

　

①
は
消
費
税
率
を
来
年
４

月
に
８
％
に
引
上
げ
た
時
の

住
宅
購
入
の
負
担
を
減
ら
す

た
め
の
住
宅
取
得
に
係
る
給

に
限
ら
れ
そ
う
で
す
。

　

②
は
資
産
課
税
に
係
わ
り

ま
す
。
直
系
尊
属
が
、
子
や

孫
が
30
歳
に
な
る
ま
で
の
将

来
の
教
育
資
金
を
一
括
贈
与

す
る
と
き
に
、
金
融
機
関
に

信
託
等
す
る
場
合
に
は
、
受

贈
者
１
人
に
つ
き
１
５
０
０

万
円
ま
で
贈
与
税
を
非
課
税

と
す
る
と
い
う
資
産
移
転
を

目
的
と
し
た
減
税
措
置
案

が
、
学
習
塾
業
界
に
追
い
風

と
な
る
と
い
う
も
の
で
す
。

税
制
改
正
で
は
相
続
時
精
算

課
税
制
度
の
対
象
外
の
贈
与

に
関
し
て
、
20
歳
以
上
の
子

や
孫
へ
の
贈
与
は
税
率
構
造

も
緩
和
さ
れ
る
ほ
か
、
相
続

時
精
算
課
税
制
度
も
見
直
さ

れ
、
１
人
あ
た
り
２
５
０
０

万
円
ま
で
が
非
課
税
と
な
る

対
象
を
20
歳
以
上
の
子
に
加

え
て
孫
に
も
拡
充
す
る
方
針

で
す
。
同
時
に
贈
与
す
る
側

の
要
件
も
65
歳
以
上
か
ら
60

歳
以
上
に
下
げ
ら
れ
ま
す
。

　

一
方
、
所
得
税
と
同
じ
く

格
差
の
是
正
及
び
所
得
再
分

配
機
能
回
復
の
観
点
か
ら
、

相
続
税
の
基
礎
控
除
及
び
税

率
構
造
は
増
税
方
向
に
見
直

さ
れ
ま
す
。
バ
ブ
ル
時
の
地

価
に
対
応
し
て
い
た
基
礎
控

除
の
水
準
を
バ
ブ
ル
前
の
水

準
に
戻
し
（
基
礎
控
除
は
現

行
か
ら
「
３
千
万
円
＋
６
０

０
万
円
×
法
定
相
続
人
数
」

に
４
割
縮
小
）、
最
高
税
率

を
課
税
対
象
財
産
が
６
億
円

を
超
え
る
部
分
に
関
し
て
50

％
か
ら
55
％
に
引
上
げ
ら
れ

ま
す
（
図
１
「
地
価
公
示
指

数
の
推
移
と
相
続
税
の
改

正
」
参
照
）。
相
続
税
の
課

税
割
合
は
現
行
の
４
％
か
ら

６
％
程
度
に
上
昇
す
る
と
試

算
さ
れ
て
い
ま
す
（
図
２

「
相
続
税
の
課
税
割
合
及
び

相
続
税
・
贈
与
税
収
の
推

移
」
参
照
）。
全
国
平
均
な

ら
わ
ず
か
な
差
で
す
が
、
地

価
が
高
い
都
市
部
の
課
税
割

合
は
高
く
な
る
た
め
、
小
規

模
宅
地
等
に
つ
い
て
特
例
居

住
用
宅
地
に
係
る
適
用
対
象

面
積
を
２
４
０
㎡
か
ら
３
３

０
㎡
と
37
・
５
％
拡
充
す
る

こ
と
で
緩
和
し
ま
す
。

　

③
は
製
造
業
の
国
際
競
争

力
を
高
め
、
経
済
再
生
に
つ

な
げ
る
狙
い
の
政
策
税
制
措

置
で
、
企
業
が
支
出
す
る
研

究
開
発
費
に
関
す
る
法
人
税

の
税
額
控
除
の
上
限
を
法
人

税
額
の
20
％
か
ら
30
％
に
引

上
げ
る
案
が
、
試
験
研
究
費

比
率
の
高
い
医
薬
品
業
界
に

有
利
と
い
う
見
方
で
す
。

　

ま
た
、
雇
用
対
策
の
税
制

と
し
て
、
従
業
員
の
平
均
給

与
を
増
や
し
た
企
業
を
対
象

に
、
支
払
給
与
総
額
の
増
加

分
の
最
大
10
％
の
法
人
税
の

税
額
控
除
を
認
め
ま
す
。
雇

用
を
一
定
数
を
超
え
て
増
や

し
た
企
業
に
対
し
、
１
人
あ

た
り
40
万
円
を
法
人
税
か
ら

差
し
引
く
雇
用
促
進
税
制
と

の
選
択
適
用
が
可
能
で
、
給

与
額
と
雇
用
増
が
意
図
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

安
倍
内
閣
が
デ
フ
レ
か
ら

の
脱
却
を
政
権
の
最
優
先
課

題
に
し
た
こ
と
か
ら
、
設
備

投
資
や
雇
用
拡
大
に
繋
が
る

株
式
市
場
の
活
況
は
望
ま
し

い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、

読
者
の
皆
様
に
直
結
す
る
税

制
改
正
に
触
れ
て
お
き
ま

す
。

　

会
計
検
査
院
か
ら
意
見
表

示
さ
れ
、
平
成
25
年
度
税
制

改
正
に
お
い
て
検
討
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
た
租
税
特
別

措
置
の
概
算
経
費
の
特
例
で

す
。
社
会
保
険
診
療
報
酬
の

当
該
所
得
計
算
の
特
例
に
つ

い
て
、
適
用
対
象
者
か
ら
そ

の
年
の
自
由
診
療
報
酬
な
ど

を
含
め
た
収
入
金
額
が
７
千

万
円
超
の
者
を
除
外
す
る
こ

と
が
、「
税
制
改
正
大
綱
」

に
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

　

厚
生
労
働
省
の
実
態
調
査

で
は
、
特
例
を
適
用
し
た
医

療
機
関
の
う
ち
総
収
入
が
７

千
万
円
を
超
え
る
層
で
は
４

が
、
新
聞
記
事
を
見
る
と
、

政
権
与
党
が
代
っ
た
だ
け
で

経
済
が
再
生
し
た
か
の
よ
う

な
錯
覚
に
陥
り
そ
う
で
す
。

　

し
か
し
、
今
回
の
２
０
１

３
（
平
成
25
）
年
度
税
制
改

正
に
関
し
て
は
民
主
党
政
権

下
で
の
三
党
合
意
を
ベ
ー
ス

に
行
な
わ
れ
て
お
り
、
日
本

の
政
治
、
経
済
は
未
だ
何
ら

変
わ
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま

す
。

　

そ
し
て
、
財
政
の
現
実
は

決
し
て
安
心
し
て
い
ら
れ
る

状
況
で
は
な
い
こ
と
だ
け
は

確
か
で
す
。

割
以
上
が
自
由
診
療
の
収
入

と
の
こ
と
で
す
が
、
同
時
に

概
算
経
費
率
が
実
際
の
経
費

率
に
比
べ
て
高
す
ぎ
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
指
摘
に
対

し
て
は
、
実
態
に
近
い
と
す

る
調
査
結
果
も
提
示
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
適
用
し
た
医
療
機

関
の
う
ち
総
収
入
が
７
千
万

円
を
超
え
て
い
る
の
は
医
師

で
約
３
％
、
歯
科
医
師
で
は

ゼ
ロ
と
の
こ
と
で
す
が
、
少

数
で
あ
っ
て
も
医
師
・
歯
科

医
の
高
齢
化
を
考
え
る
と
、

適
用
除
外
に
よ
る
事
務
処
理

負
担
は
多
大
な
も
の
に
な
る

た
め
、
詳
細
な
デ
ー
タ
を
追

加
し
て
議
論
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。

の
研
究
開
発
を
後
押
し
す
る

減
税
を
拡
充
す
る
方
針
」な

ど
、影
響
の
真
偽
の
ほ
ど
は

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
税
制
改

正
が
株
式
市
場
に
影
響
を
与

え
て
い
る
旨
の
記
載
が
多
く

見
ら
れ
ま
し
た
。

　

昨
年
末
に
自
民
党
安
倍
政

権
が
発
足
し
た
影
響
で
、
２

０
１
３
（
平
成
25
）
年
度
予

算
案
の
編
成
や
税
制
改
正
の

作
業
な
ど
は
例
年
に
比
べ
大

幅
に
遅
れ
、
よ
う
や
く
１
月

24
日
に
「
税
制
改
正
大
綱
」

は
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
与
党

は
、
２
月
中
旬
か
ら
３
月
下

旬
ま
で
の
間
に
関
連
法
案
を

国
会
に
提
出
、
５
月
の
連
休

前
後
の
成
立
を
目
指
し
て
い

ま
す
。

特
集 確定申告の手引き2012年分所得税

確定申告　個別相談会のご案内
期　間　２月27日（水）～３月13日（水）
時間帯　相談者ごとに２時間　事前予約制です
　　　　①10時～ ②13時～ ③15時～

※�医業以外の所得（不動産、譲渡等）がある
場合は、必ずお申し出ください。

会　場　保険医会館３階会議室　
担　当　協会顧問税理士団
会　費　基本２万円

ご予約はお電話で協会（06–6568–7731）まで

※�医業以外の所得や複数人数分のご相談には
別途費用が生じます。

※�持参していただく資料については電話予約
時にお伝えします。
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図１　地価公示指数の推移と相続税の改正� 財務省ホームページ
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図２　相続税の課税割合及び相続税・贈与税収の推移� 財務省ホームページ
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